
　消費税は引き上げ、

　　社会保障は抑制の政府方針

　６月５日、経済財政諮問会議は「経
済財政運営と改革の基本方針 2018」
いわゆる骨太方針の原案を提示、政府
は同月 15 日に閣議決定した。骨太方
針 2018 には、社会保障の安定財源を
確保するために来年 10 月に消費税率
を 10％に引き上げることを明記した
が、その一方で、社会保障分野は歳出
改革の重点分野とされている。これま
でのような具体的な数値目標こそ示さ
れなかったが、社会保障をいかに抑制
していくかが、政府方針であることに
変わりはない。その具体的な取り組み
は以下の通りである。
＜予防・健康づくりの推進＞

　健康寿命を延伸し、平均寿命との差
を縮小することを目指す。糖尿病等の
生活習慣病や透析の原因にもなる慢性
腎臓病及び認知症の予防に重点的に取
り組む。また、高齢者に対する介護予
防・フレイル対策も推進する。
＜生涯現役・在宅での看取り等＞

　年金受給開始年齢の柔軟化や在職老
齢年金制度の見直し等により、高齢者
の勤労に中立的な公的年金制度を整備
する。また、人生の節目で、人生の最
終段階における医療・ケアの在り方等
について本人・家族・医療者等が十分
話し合うプロセスを全国展開し、本人
の意思を関係者が随時確認できる仕組
みの構築を推進する。
＜医療・介護提供体制の効率化とこれ

に向けた都道府県の取組の支援＞

　地域医療構想の実現に向けて集中的
な検討を促し策定を促進する。一人当
たり医療費の地域差半減、一人当たり
介護費の地域差縮減に向けて、国とと
もに都道府県が積極的な役割を果たし
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日時 場所
長野会場 ７月 22 日（日） 長野バスターミナル会館４Ｆ　芙蓉・寿
松本会場 ７月 29 日（日） 松本駅前会館４Ｆ　大会議室

「保険診療の手引」を使用して下記の日程で説明会を実施する。今回の説明会では、初・
再診料、医学管理等、投薬などから診療所での汎用点数を中心に解説する予定。同封の
申込書にて事前
申込の上、テキ
スト持参でご参
加を（申込〆切
8/17）。なお、「在
宅医療点数の手
引」を用いた説
明会は別途開催
予定となってい
る。いずれも医
科会員が対象。

会　場 期　日 場　所
長野会場 ８月 22 日（水）長野市生涯学習センター

（長野市大字鶴賀問御所町 1271-3 ）
上田会場 ８月 23 日（木）上田市勤労者福祉センター

（上田市中央 4-9-1）
飯田会場 ８月 28 日（火）飯田文化会館

（飯田市高羽町 5-5-1）
松本会場 ８月 29 日（水）松本市勤労者福祉センター

（松本市中央 4-7-26）　

     「保険診療の手引」説明会日程

【時間】19:00 ～ 21:00  各会場共通

つつ、地域別の診療報酬を検討する。
＜医療・介護サービスの生産性向上＞

テクノロジーの活用等により、必要と
されるサービスが適切に確保される水
準の医療・介護サービスの生産性の向
上を目指す。
＜見える化、技術革新を活用した業務

イノベーション、先進・優良事例の横

展開等＞

　保険者努力支援制度の評価指標への
追加など先進・優良事例の横展開を促
進する。
＜医薬品等に係る改革等＞

　将来的に、全品目の薬価改定を行う
とともに、薬価改定の対象範囲につい
て、市場実勢価格の推移、薬価差の状
況、医薬品卸・医療機関・薬局等の経
営への影響等を把握した上で、総合的
に勘案して、決定する。

＜負担能力に応じた公平な負担、給

付の適正化、自助と共助の役割分担の

再構築＞

高齢者医療制度や介護制度におい
て、所得のみならず資産の保有状況を
適切に評価しつつ、「能力」に応じた
負担を求めることを検討する。団塊世
代が後期高齢者入りするまでに、世代
間の公平性や制度の持続性確保の観点
から、後期高齢者の窓口負担の在り方
について（後期高齢者の負担割を２割
に引上げ）。医療・介護における「現
役並み所得」の判断基準を現役との均
衡の観点から見直しが検討されてい
る。
　新規医薬品や医療技術の保険収載等
に際して、費用対効果や財政影響など
の経済性評価や保険外併用療養の活用
等を検討。医薬品の適正使用の促進等
の観点を踏まえた薬剤自己負担の引上
げや、かかりつけ医・かかりつけ歯科

　　医科　保険診療の手引説明会

　　歯科　施設基準対応研修会
　院内感染防止対策および歯科外来診療環境体制加算

　講師：小笠原　正　氏（松本歯科大学地域連携歯科学講座教授）
第１部：13：00 ～ 14：00 院内感染防止対策
第２部：14：15 ～ 16：00 偶発症に対する緊急時の対応、

医療事故対策などの医療安全対策（外来環）
参加費：歯科会員及び会員医療機関スタッフ無料
申込先：長野県保険医協会へ　　Ｔｅｌ　026-226-0086
※修了証をお渡ししますので事前に申込みをお願いいたします。

医・かかりつけ薬剤師の普及を進める
とともに、外来受診時等の定額負担導
入を検討。
　医療費についても保険給付率と患者
負担率のバランス等を定期的に見える
化しつつ総合的な対応を検討してお
り、これは経済・人口の動向に応じて
給付率を自動的に調整するものとなっ
ている。
　以上が、骨太方針で出された社会保
障分野についての要旨となる。

　国民に負担を強いる政策

　骨太方針の原案では、基本的な考え
方を、「社会保障給付の増加を抑制す
ることは個人や企業の保険料等の負担
の増加を抑制し、こうした国民負担の
増加の抑制は消費や投資の活性化を通
じて経済成長にも寄与する」としてい
た。この表現は修正されたが、根底に
あるのは国や企業の負担を増やさずに
いかに社会保障を抑制するかというも
のである。それは結局、国民に負担を

強いる政策につながり、後期高齢者の
窓口負担割合の増加、外来受診時の定
額負担導入、薬剤の自己負担引き上
げ・・・などメニューが並ぶ。また、
明示的な記述は避けているが、財政制
度等審議会の建議を受ける形で、経済
や医療費の動向と保険給付率をリンク
させて自動調整する仕組みの検討も盛
り込まれた。これは医療費が伸びた場
合に、保険料の引き上げは行わず、国
の財政支出もせずに、もっぱら患者負
担の増加で対応しようとするものであ
る。景気の変動等に応じて頻繁に患者
負担率が変わることは医療に対する国
民の安心感を著しく損ね、医療保険制
度の存在意義に関わるものである。
　県保険医協会では理事会で討議し、
6 月 11 日に骨太方針原案に断固反対
し、社会保障分野への予算を拡充し、
国の経済、雇用の立て直しを図る政策
への転換を求める理事会声明を発表し
ていた。

　骨太方針 2018 を閣議決定
　　社会保障抑制の政府方針変わらず




